
❷2009年2月号

①
所
得
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成

21
年
１
月
１
日
現
在
、
秩
父
市
に
住

所
の
あ
る
方

②
市
外
に
居
住
す
る
方
で
、
市
内
に
事

業
所
、
事
務
所
ま
た
は
家
屋
敷
を
有

す
る
方

①
給
与
所
得
者
で
、
給
与
支
払
者
（
勤

務
先
）
か
ら
給
与
支
払
報
告
書
の
提

出
が
さ
れ
て
い
る
方
（
給
与
所
得
以

外
に
所
得
の
あ
る
方
は
、
申
告
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。）

②
税
務
署
に
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す

る
方

　

平
成
20
年
中
（
平
成
20
年
１
月
１
日

〜
12
月
31
日
ま
で
）
の
所
得
で
す
。

申
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
方

地
区
別
に
各
会
場
で
行
い
ま
す

市
･
県
民
税
の
申
告

2/13金 ▼3/16月
　

市
･
県
民
税
の
申
告
時
期
と
な
り
ま
し
た
が
、
申
告
の
ご
用
意
は
お
済
み
で
す
か
。

　

申
告
書
の
提
出
は
、
２
月
13
日
㈮
か
ら
３
月
16
日
㈪
ま
で
の
間
で
、
地
区
別
に
申
告
日
が
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

締
切
日
近
く
に
な
る
と
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、指
定
日
以
外
に
申
告
さ
れ
る
方
は
、お
早
め
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

次
に
該
当
す
る
方
は

申
告
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

申
告
し
て
い
た
だ
く
所
得

❶
印
鑑
（
朱
肉
を
使
用
す
る
も
の
）

❷
案
内
は
が
き

❸
所
得
計
算
に
必
要
な
資
料

・
売
上
、
仕
入
等
の
帳
簿
・
決
算
書
・

領
収
書
等

・
給
与
収
入
・
年
金
収
入
の
あ
る
方
は
、

源
泉
徴
収
票

・
不
動
産
所
得
の
あ
る
方
は
、
平
成
20

年
度
固
定
資
産
税
課
税
明
細
書
の
写

し
（
該
当
箇
所
）

❹
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
、
支

払
っ
た
医
療
費
の
領
収
書
な
ど

※
高
額
療
養
費
な
ど
、
医
療
費
を
補
て

ん
す
る
保
険
金
等
を
受
け
た
場
合
は
、

そ
の
金
額
が
分
か
る
も
の
も
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

❺
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
方
は
、

そ
の
領
収
書
（
国
民
健
康
保
険
税
、

介
護
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
、
国
民
年
金
等
）

※
国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
、

申
告
の
際
に

持
参
し
て
い
た
だ
く
も
の

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、
納
付

方
法
に
よ
り
控
除
対
象
者
が
下
表
の

と
お
り
と
な
り
ま
す
。

※
前
掲
の
社
会
保
険
料
を
口
座
振
替
で

納
付
さ
れ
て
い
る
方
は
、
１
月
下
旬

に
送
付
し
た
振
替
納
付
済
通
知
書
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

❻
生
命
保
険
料
・
個
人
年
金
保
険
料
・

地
震
保
険
料
控
除
を
受
け
る
方
は
、

領
収
書
ま
た
は
支
払
証
明
書
等

※
平
成
18
年
末
ま
で
に
締
結
し
た
長
期

損
害
保
険
料
（
保
険
期
間
が
10
年
以

上
で
満
期
返
戻
金
の
あ
る
も
の
）
に

つ
い
て
は
、
従
前
の
損
害
保
険
料
控

除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

※
❹
・
❺
・
❻
に
つ
い
て
は
、
20
年
中

に
支
払
っ
た
も
の
で
す
。

❼
配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
る
方
は
、

配
偶
者
の
所
得
が
確
認
で
き
る
も
の

（
源
泉
徴
収
票
等
）

❽
障
害
者
控
除
を
受
け
る
方
は
、
障
害

者
手
帳
ま
た
は
福
祉
事
務
所
長
の
証

明
書

問
課
税
課
市
民
税
担
当

　

☎
22

－

２
２
１
１

内
線
１
２
７
１
・
１
２
７
２

吉
田
・
大
滝
・
荒
川
総
合
支
所
税
務
担
当

　

吉
田
☎
77

－

１
１
１
３

　

大
滝
☎
55

－

０
１
０
１

　

荒
川
☎
54

－

２
１
１
５

※
地
区
別
の
申
告
日
程
お
よ
び
日
曜
日

の
申
告
日
程
に
つ
い
て
は
、
今
月
号

の
４
・
５
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

社会保険料控除対象者
社会保険料の種類 納付方法 控除が受けられる方

国 民 健 康 保 険 税
年金からの天引き 年金受給者

口座振替または現金納付 口座名義人または保険税を
支払った方

介 護 保 険 料
年金からの天引き 年金受給者

口座振替または現金納付 口座名義人または保険料を
支払った方

後期高齢者医療保険料
年金からの天引き 年金受給者

口座振替または現金納付 口座名義人または保険料を
支払った方



❸
市報ちちぶは、町会の皆さんのご協力で配られています。

なお、市役所総合窓口、吉田・大滝・荒川総合支所、各公民館、吉田生涯学習センター、文化体育センターでも配布しています。

所
得
税
、
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の

申
告
は
自
分
で
書
い
て
お
早
め
に
！

秩
父
税
務
署
か
ら
の
ご
案
内

　

平
成
20
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告

の
相
談
お
よ
び
申
告
書
の
受
付
は
、
２

月
16
日
㈪
か
ら
３
月
16
日
㈪
ま
で
、
個

人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費

税
の
確
定
申
告
は
、
３
月
31
日
㈫
が
申

告
・
納
付
の
期
限
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

閉
庁
日
（
土
・
日
・
祝
日
等
）
は
税

務
署
で
の
相
談
・
受
付
は
行
っ
て
い
ま

せ
ん
が
、
申
告
書
は
郵
便
や
信
書
便
に

よ
る
送
付
ま
た
は
税
務
署
の
時
間
外
収

受
箱
へ
の
投
函
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
期
限
間
近
に
な
る
と
、
税
務

署
は
大
変
混
雑
し
、
長
時
間
お
待
ち

い
た
だ
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、

申
告
書
は
ご
自
分
で
書
い
て
、
で
き
る

だ
け
お
早
め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申

告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
は
、
画
面

の
案
内
に
従
っ
て
金
額
等
を
入
力
す
る

こ
と
に
よ
り
、
申
告
書
を
作
成
す
る
こ

と
が
で
き
、
印
刷
す
れ
ば
そ
の
ま
ま
税

務
署
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

申
告
書
を

作
成
す
る
と
き
は

ナ
ー
」
で
ｅ―

Ｔ
ａ
ｘ
用
の
申
告
デ
ー

タ
を
作
成
し
、
簡
単
な
操
作
で
自
宅
か

ら
電
子
申
告
（
ｅ―

Ｔ
ａ
ｘ
）
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
ｅ―

Ｔ
ａ
ｘ
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

所
得
税
の
納
期
限　

３
月
16
日
㈪

個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地
方

消
費
税
の
納
期
限　

３
月
31
日
㈫

　

忘
れ
ず
に
、
お
近
く
の
金
融
機
関
ま

た
は
税
務
署
窓
口
で
納
付
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

振
替
納
税
は
、「
預
貯
金
口
座
振
替

依
頼
書
兼
納
付
書
送
付
依
頼
書
」
を
そ

れ
ぞ
れ
の
申
告
期
限
ま
で
に
提
出
い
た

だ
く
だ
け
で
、
指
定
の
預
貯
金
口
座
か

ら
振
替
納
付
日
に
自
動
的
に
納
税
が
行

な
え
、
金
融
機
関
等
に
出
向
く
必
要
も

納
付
期
限
と
振
替
納
税
の

利
用
に
つ
い
て

所
得
税
、
個
人
事
業
者

の
消
費
税
お
よ
び
地
方

消
費
税
の
納
税
に
は
、

「
振
替
納
税
」が
便
利
！

な
く
、
う
っ
か
り
納
期
限
を
忘
れ
る
こ

と
も
な
い
、
大
変
便
利
で
確
実
な
納
付

方
法
で
す
。

所
得
税　

４
月
22
日
㈬

個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消

費
税　

４
月
27
日
㈪

※
振
替
納
付
日
に
指
定
口
座
の
残
高
が

不
足
し
て
い
る
と
、
振
替
納
付
が
で

き
な
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

※
預
貯
金
口
座
は
ご
本
人
名
義
の
も
の

に
限
り
ま
す
。

問
秩
父
税
務
署
（
自
動
音
声
案
内
）

　

☎
22

－

４
４
３
３

振
替
納
税
利
用
者
の

振
替
納
付
日

軽自動車や原付自転車を廃棄・譲渡した方
または

3月末までに廃棄・譲渡の予定の方
３月末までに手続きを！

　軽自動車税は、毎年４月1日現在に軽自動車等を所有
している方に課税されます。
　廃棄、譲渡、転出をした場合には、３月末までに廃車
や名義変更等の手続きをしてください。手続きがない場
合は、その年度の軽自動車税は旧所有者等に課税するこ
とになります。また、所有者が死亡したときは、必ず名
義変更等をするようお願いします。
　詳細については、下記窓口にお問い合わせください。

※盗難や紛失の場合は、必ず警察へ届け出てから廃車の
手続きをしてください。
※車種により、取扱窓口が異なります。
※軽自動車は、４月２日以降に廃車や譲渡をされても、
その年度分の税金は納めていただくことになります。

問課税課諸税担当　☎２２－２２１１内線１２７７

車　　　種 取　扱　窓　口
原動機付自転車（125cc以下）
ミニカー、小型特殊自動車

市役所課税課
吉田・大滝・荒川総合支所総務課

二輪の軽自動車
（125cc超250cc以下）
二輪の小型自動車（250cc超）

関東運輸局埼玉運輸支局
熊谷自動車検査登録事務所
☎050－5540－2027
（テレホンサービス）

三・四輪の軽自動車
軽自動車検査協会
　埼玉事務所熊谷支所
　☎048－574－1662


